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松阪市議会基本条例の一部改正について 

  

松阪市議会基本条例（平成 24年松阪市条例第 30号）の一部を次のように改正する。 
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松阪市議会基本条例の一部を改正する条例 

松阪市議会基本条例（平成 24年松阪市条例第 30号）の一部を次のように改正する。 

  第 5 条の見出しを「（市民への報告及び意見交換）」に改め、同条第 1 項中「議会活

動について市民に対し定期的に報告等を行う場（次項において「議会報告会」という。）

を設け、情報提供及び情報共有に努めなければならない。」を「第 4条第 1項に規定す

る説明責任を果たすため、議会活動に関する情報の提供及び共有を図るとともに、市

民の意見を政策立案、政策提言の参考とするため、市民への報告及び意見交換を行う

場を設けるものとする。」に改め、同条第 2項を次のように改める。 

２ 前項に規定する意見交換等を行う場に関し必要な事項は、別に定める。 

第 6条第 4項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和 8年 4月 1日から施行する。 


